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第１ 令和４年度環境局決算の概要 

 

１．総括 

近年、地球温暖化による気候変動の影響が顕在化するなか、2050年カーボンニ

ュートラル実現に向けた取り組みが世界レベルで進められている。また、神戸が

誇る都市近郊に広がる里山の荒廃や外来生物の分布拡大による生物多様性の損

失、プラスチックごみ問題への対応など、本市の環境行政を取り巻く情勢は急速

かつ大幅に変化している。 

このような中、本市では、神戸の豊かな自然環境を守り、暮らしと社会を持続

可能なものとしていくため、市民・事業者・行政など全ての主体の協働と参画の

もと、神戸の持つ資源や特色を活かし、脱炭素社会の実現に向けた取り組み、豊

かな自然環境や健全で快適な都市環境の保全、ごみの減量や資源化に向けた施策

を推し進めてきた。     

今後とも、これらの施策を通じて、ＳＤＧｓに係る取り組みの進展に寄与すると

ともに、「自然と太陽のめぐみを未来につなぐまち・神戸」の実現に向けて取り組

みを加速させていく。 

 

 

２．主要事業の概要及び成果 

（１）地球温暖化対策の推進 

①水素エネルギーの利用促進  146,704 千円 

水素が日常生活や産業活動で普遍的に利用される「水素社会」の実現をめざし、供

給コスト削減や多様な分野における需要創出など、水素産業を育成するため、地元企

業等が実施するサプライチェーンの構築に向けた先駆的な実証事業に対する支援を

行った。  

令和４年度は豪州からの海上輸送により神戸空港島の液化水素貯蔵・荷役基地「Hy 

touch 神戸」に貯留された水素を使用し、ポートアイランドの水素 CGS 実証プラント

において発電実証を行い、「つくる」「はこぶ」「ためる」「つかう」という一連の

サプライチェーン構築の実証に成功した。 

また、水素を使用した燃料電池自動車の普及促進を図るとともに、水素社会を身近

に感じていただくため、市バスへの燃料電池バスの導入を支援し、令和５年４月より

運行が開始された。 

さらに、燃料電池自動車の普及に不可欠となる水素ステーションの整備を支援し、

令和５年５月にはポートアイランドにおいて、市内２箇所目となる水素ステーション

が運用開始されている。 

 

※水素 CGS（Co-Generation System） 

 熱源より電力と熱を生産し供給するシステム 
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②ＫＯＢＥゼロカーボン支援補助金  24,084 千円 

市民団体や事業者など様々な主体の自由な発想による先進的で創造性に富んだ脱

炭素につながる取り組みに対して支援する「KOBE ゼロカーボン支援補助金」を創設し、

令和４年度は、伐採木や刈草を活用した取り組みなど 18 件の事業を支援するととも

に、これらの取り組みをホームページ等で広く紹介し、市民や事業者の脱炭素化への

意識醸成を図った。 

 

 

③電動車の普及促進事業  6,891 千円 

エネルギー効率に優れるクリーンエネルギー自動車の普及拡大を推進するため、

クリーンエネルギー自動車を導入する事業者に対して県と協調して補助を行うとと

もに、燃料電池自動車を購入する個人に対して市独自で補助を実施した。 

また、災害による停電時に電動車から天井照明等に給電する「外部給電・神戸モデ

ル」について、危機管理室等と連携し、避難所に指定されている全ての市立小・中学

校等への令和５年度末までの導入完了に向けて整備を進めた。 

 

 

④再生可能エネルギーの拡大  3,850千円 

クリーンセンターは都市近郊でごみ焼却の熱を利用した発電を行っており、発電

した電気の一部は、バイオマス由来の再生可能エネルギーに位置づけられている。

また、港島クリーンセンターでは、災害時に大規模停電が発生した場合でも電力を

安定的に供給できる。 

このようなクリーンセンターが持つポテンシャルを最大限に引き出すため、令和

４年度は、既存の３クリーンセンターについて、ごみ焼却において発生する電力・

熱等を地域で有効利用する自立分散型エネルギーシステムの構築に向けた基礎調査

を実施した。 

また、各家庭における再生可能エネルギーの導入を促進するため、市民が太陽光パ

ネル・蓄電池を安心・安全に設置できるようにサポートする共同購入事業について、

さらなるスケールメリットの拡大を図るため、近隣８自治体との連携を開始した。 

 

 

⑤二酸化炭素吸収・貯留の促進  3,244 千円 

新たな二酸化炭素吸収源として注目されているブルーカーボンについて、国内初

となる淡水域における二酸化炭素の吸収・固定の評価に向けて、烏原貯水池、総合

運動公園内の奥池をフィールドとして実証事業を実施した。 

また、「KOBEゼロカーボン支援補助金」を通じて、海域における藻場の造成など、

ブルーカーボン拡大の取り組みを支援するとともに、若い樹木の成長を促し、二酸化

炭素吸収効果を最大限発揮するため、間伐などのモデル的な里山林整備や、発生した

伐採木を活用した炭素を長期間貯留できるバイオ炭の製作を支援するなど、市民や事

業者等との協働による取り組みを実施した。 
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（２）資源の有効活用と廃棄物の適正処理  

①クリーンステーションの管理支援  14,386 千円 

住民の高齢化や地域コミュニティの希薄化等に伴い、クリーンステーションにお

いて生じている様々な課題について実態調査を行うとともに、クリーンステーショ

ンのあり方検討会における意見も踏まえ、時代の変化に適合した望ましい管理方法

や設置基準等について検討を進めた。 

また、地域だけでは解決が困難なクリーンステーションの課題の改善に向けて、

経験豊富な職員が地域の状況に応じた提案を行うなど、地域の支援体制を強化し

た。 

さらに、外国人向けごみ出しルール・マナーの啓発として、新たにベンガル語、

ミャンマー語等のチラシを作成し、11 言語に対応するとともに、日本語学校等との

連携を強化し、転入者の傾向や母国の文化・習慣の違いを踏まえた、やさしい日本

語や多言語により、ルール・マナーの定着を図った。 

加えて、カラス対策ネットの耐久性を向上させるほか、ロープを重くしてカラスに

よるめくり上げを防止するなど、これまでのノウハウを反映した改良を行うとともに、

ネットの破損による再配布など、地域のニーズに柔軟に対応し、鳥獣被害対策を強化

した。 

 

 

②まわり続けるリサイクルの推進  15,845 千円 

リサイクルの見える化と質の高いプラスチックやびんのリサイクルを目指した資

源回収ステーションの拡大展開として、市内全区に設置を進め、地域との連携によ

るリサイクルを推進した。 

また、日用品メーカー等と協働し、洗剤などの使用済みつめかえパックを分別回

収・リサイクルし、再びつめかえパックに戻す「つめかえパックリサイクルプロジ

ェクト」を推進した。この取り組みの一環として、使用済みつめかえパックから作

製したごみ袋をクリーン作戦で活用するなど、リサイクルの啓発も強化した。 

さらに、使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生する「ボトル to ボ

トル事業」を開始するなど、プラスチック資源循環の促進に向けて取り組みを拡充

した。 

 

 

③家財のリユース促進  119 千円 

増加する大型ごみの減量・リサイクルに向けた取り組みとして、リユースプラット

フォーム「おいくら」を活用した家具・家電などのリユース促進を開始するとともに、

超高齢社会の進展に伴う空き家の増加などを踏まえ、空き家の家財道具の整理や遺品

の片付け等にお困りの方が安心して利用いただける「家財の片付けサポート事業」の

普及啓発を推進した。 
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④食品ロスの削減  2,599 千円 

家庭ごみで大きな割合を占める台所ごみの減量・リサイクルを促進するため、家

庭で利用していない食品を福祉団体・施設等に寄付するフードドライブの実施店舗

を拡大するとともに、食品ロス削減に取り組むフードバンク団体を支援した。 

また、本市から全国に取り組みが広がっている「てまえどり」の啓発店舗を拡大

するとともに、多世代が遊びを通じて食品ロスを学べるように作成した「食品ロス

NOかるた」を使用して、かるた大会を開催するなど、食品ロスの削減に向けた幅広

い啓発を実施した。 

さらに、生ごみの水切りの方法やコンポスト（キエーロ）の始め方を紹介するチラ

シや動画を作成し、各家庭での実践を促進した。 

 

 

⑤不法投棄防止対策  6,750 千円 

山間部など人の目が届きにくく不法投棄が多く発生する地域等において、24時間体制で

監視するために設置した不法投棄防止カメラの運用や、地域と連携した不法投棄のパトロ

ール、通報受付体制の整備等により、監視の目を広げることで、不法投棄防止対策を実施

した。 

 

 

⑥路上喫煙・ぽい捨て防止  28,846 千円 

「路上喫煙禁止地区」における巡回指導や過料の徴収に加え、健康局の受動喫煙

対策と連携した「迷惑喫煙」防止のための啓発を実施するとともに、禁止地区以外

の「迷惑喫煙」の苦情が多い駅前等において、新たに巡回指導するなど、喫煙マナ

ーの徹底を図った。 

また、区役所等と連携しながら「ぽい捨て防止重点区域」の拡大を検討するととも

に、民間企業との協働により、ソーラーパネルで稼働する圧縮型の「スマートごみ容

器」を三宮地区に設置するなど、ぽい捨て対策を強化した。 

 

 

⑦クリーンセンター等の業務効率化と利便性の向上  325,507 千円 

   クリーンセンターにおける業務効率化として、港島クリーンセンターに加え、新

たに西クリーンセンターにおいて計量等業務に民間活力を導入した。 

また、クリーンセンターの利便性向上を図るため、他のクリーンセンターに比べ

て自己搬入の件数が多い西クリーンセンターにおいて、搬入受付時間を15時から15

時30分まで延長した。 

さらに、施設の計画的な管理として、焼却を停止した旧港島クリーンセンターの解

体撤去工事に着手し、安全対策を徹底しながら工事を進めた。（工事期間：令和４年

度～令和６年度） 
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（３）自然環境の保全 

①生物多様性保全の推進  15,976 千円 

都市近郊に広がる里山では、社会経済の変化によって、人の利用が減少し、生物

多様性が失われつつあることから、学生や市民団体など様々な主体と連携しなが

ら、国連のOECMへの登録を目指している北区山田町の里山等において輪伐等による

明るい森の再生や棚田跡地の保全、生物調査に取り組むなど、里山保全モデル事業

を実施するとともに、神戸が目指すべき里山を実現するための方策を示した「KOBE 

里山 SDGs 戦略」を策定し、里山保全への機運の醸成を図った。 

また、国や国際機関と連携した国際シンポジウムを開催し、生物多様性を取り巻

く国際的な動きや本市の取り組み等を市民や民間企業等に発信した。 

さらに、豊かな海づくりの実現に向けては、近海の魚類の生息状況を把握し、生

物多様性の変化を評価・検証するため、環境DNA分析を実施するとともに、市民団体

等との連携により藻場の保全・育成を進め、稚魚等の成育の場の保全を図った。 

 

※OECM（Other Effective area based Conservation Measures） 

新たな生物多様性の世界目標である「30by30目標」（2030年までに各国の陸と海の各々30%以上の面

積を保全する世界目標）の達成に資する生物多様性の保全が図られていると認められる地域 

 

 

②外来生物・有害鳥獣対策の推進  83,117 千円 

自治体初の外来生物に特化した啓発拠点である「外来生物展示センター」を苅藻

島クリーンセンター内に新たに開設したほか、撮影した写真から生物を判定するス

マートフォンアプリ「バイオーム」を活用した市民参加型の外来生物の分布調査な

どを通じて、外来生物の問題や生物多様性の重要性などの啓発を実施した。 

また、外来生物対策として、アカミミガメの防除及び市民防除活動の支援、外来ア

リや外来カミキリの生息調査・防除等を行うとともに、有害鳥獣対策として、ニホン

ジカの六甲山系への侵入・定着防止に向けた、センサーカメラを活用した調査・監視

を実施し、生態系被害等への対策を強化した。 

 

 

  ③環境情報発信事業  3,265千円 

   地球温暖化や生物多様性など深刻化する環境問題に対して、総合的・体験的に理

解を深めるため、地域の環境学習拠点としてクリーンセンターの展示内容の充実を

図るとともに、オンライン講座などインターネットの活用を進め、環境に関する知

識や神戸を取り巻く環境問題について、いつでも学ぶことができる機会を創出し

た。 

また、自然共生、脱炭素、資源循環等の観点から、SDGsの達成に資する優れた取り

組みを行っている団体・個人に対し「神戸SDGs表彰」を実施し、その活動を広く市民

にPRすることで、市民のSDGsへの意識向上と行動変容の促進を図った。 
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  ④土砂の不適正処理の防止及び太陽光発電施設の適正な設置  150千円 

   「神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例」に基づき、許

可事業者に対して、水質調査及び廃棄物の混入確認を実施させるとともに、定期的

に立入検査等を行い、生活環境及び自然環境の保全を図った。 

また、「神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」に基づき、

大規模太陽光発電施設に対して廃棄等費用の事前積立を義務付けるとともに、植生に

よる被覆、排水溝の設置などの防災対策等の履行状況を立入検査等により確認した。

あわせて、条例の対象となる全ての事業者（発電出力10kw以上）に提出を義務付けて

いる維持管理状況等の報告により、施設の安全性等の確認を行った。 

 

 

  ⑤アスベスト対策  4,998千円 

   大気汚染防止法に基づき、解体工事現場への立入検査を行い、アスベスト濃度を

測定し、作業基準の順守等を指導するなど、アスベストの飛散防止対策を徹底し

た。 

あわせて、令和３年度に解体等工事に伴うアスベスト飛散防止対策が強化（①規制

対象の拡大（石綿含有成形板等 (レベル３)の規制）、②事前調査の信頼性の確保（調

査方法の法定化、記録の作成・保存）、③不適切な作業の防止（隔離等を行わない除

去作業への罰則創設））されたことから、事業者に対して改正内容の周知徹底を図る

とともに、事前調査及びアスベスト除去作業の適切な実施を徹底した。 
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〇ごみ処理                              （単位：ｔ） 

総 量 

収 集 量 処 理 量 

家庭系 

事業系 焼 却 埋 立 資源化 
燃える 

ご み 

燃えない 

ご み 
大型ごみ 資源ごみ 

461,880 236,070 12,412 5,853 27,313 180,232 422,607 15,042 26,470 

 （注）資源ごみは、缶・びん・ペットボトルと容器包装プラスチック 

 

 

〇し尿処理            （単位：キロリットル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 量 

（処理量） 

し  尿 浄化槽汚泥 

そ の 他 家庭系 事業系 

18,744 1,312 786 16,646 
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